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研究成果の概要（和文）：子ども家庭における暴力や虐待の複合性を軸として、とくに、DV
問題が生じている状況での子育ての困難さ、そして、親の別離・別居後の親子関係の調整

の課題について、社会政策・ソーシャルワーク、家族社会学、家族法学、児童精神保健な

どを含む学際的なアプローチで国際比較の見地から研究した。子どもの 善の利益が実現

するには、親（大人）たちだけでなく子どもの安定的発達の保障を 優先させる必要があ

るという結論に至った。 
 
研究成果の概要（英文）： This research mainly focuses on the complexity in problems with 
domestic violence and abuse in families with children. Multi-disciplinary approach that 
encompasses social policy, social work, sociology of family, family law and child 
psychiatrics is applied for studying the hardship in childcare under circumstance of 
domestic violence and to the child-parents relationships in post-divorce/separation life from 
the global perspectives. The conclusion is that for realizing the child’s best interest, the 
first priority is to be placed on stable child development, rather than interest of 
parents/adults.  
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１．研究開始当初の背景 
配偶者・パートナー間の暴力問題（DV）と
子ども虐待は、当事者たちにとっては大半が
同一の世帯で起こっているが、支援の専門家
や相談窓口の統合は進んでいない。こうした
実情が本研究の動機・背景である。 

２．研究の目的 
(1) 本研究の目的は、暴力や虐待に対し、「子
ども家庭の安全保障」を確保するために有用

な理論的枠組みを考察し、実践における包括

的支援のありかたを探求することである。 
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(2)子ども家庭での暴力問題の複合性を解明
するためにインターセクショナリティ概念

についての理論研究に取り組む。 
 
(3)国内外の研究者や専門家たちとの複合領
域的な共同研究を通じて、子ども家庭の暴力

問題への包括的な支援の実践の研究知見を

分析する。 
 
(4)暴力や虐待の世代間連鎖の克服と予防の
ために、戦略的な施策の選択肢について政策

提言を提示する。 
 
３．研究の方法 
(1) 本研究は、子ども家庭の安全と安定を確
保・維持するには、暴力問題と社会的不平等
の複合性を的確に分析・把握することが不可
欠だという視点を出発点としている。 
（子ども家庭とは、一人以上の大人（保護者
あるいは里親などの養育者）と未成年者とが
同居している家庭を指している） 
 問題の複合性および被害者支援のニーズの
多様性の現状と支援の状況（支援方法の課題
と到達点）について、国際比較（日本、韓国、
台湾、アメリカ、フィンランド等の研究者や
実践者との国際共同プロジェクト）を通じて
考察を深める。 
 
(2) 暴力にさらされる子ども家庭の問題の複
合性へのアプローチのために、「インターセ
クショナリティ（intersectionality）」概念
の研究知見を精査する。これは、個人や個別
の家庭の多様な支援ニーズに対して限られ
た支援リソースを的確に供する可能性を高
めるための援助論とも関連する理論枠組み
である。 
 
(3) 子ども家庭の安全保障の確保のために、
日本における暴力問題（世代間連鎖を含む）
への包括的かつ非抑圧的な早期発見・介入・
支援方法の開拓のために、短期および中長期
の政策・制度改革の重点事項について提言を
まとめる。 
	  
４．研究成果	 

(1)理論面での研究成果：インターセクショナ

リティ研究は、1980年代末から今日までアメ
リカでは、クレンショー（K. Crenshaw）らを
皮切りに、DV研究においてジェンダーのみな
らず人種、エスニシティ、階級、セクシュア

リティ、年齢、教育、就労、健康（障がいや

疾病の有無）など多様な属性や要因の複合性、

個人や家庭それぞれに固有の傷つきやすさ

（バルネラビリティ）に焦点をあてて展開さ

れてきた。ヨーロッパでは、インターセクシ

ョナリティは EU 圏での社会的不平等との関
連で 21世紀に入り研究が活性化している。暴
力問題に複雑に絡む社会的不平等や差別を社

会、政治、経済、文化の諸次元の交差として

捉えるインターセクショナリティは、グロー

バル経済下における不平等レジームの多面性

を理解する上で不可欠の概念である。また、

アメリカでのインターセクショナリティ研究

は、被害当事者本人の意思決定の尊重、支援

の実践における過度の専門家主義から生じが

ちな専門家による抑圧リスクをも示唆してい

る。このような理論研究から、被害当事者を

中心に据えた非抑圧的な（anti-oppressive）支
援方法を日本の社会文脈において定着させる

ことの意義が確認された。 
 
(2) また、家族関係や親子関係が子どもの発
達・愛着形成に及ぼす影響について文献研究

を中心に理解を深めることに努めた。 
子どもの発達と愛着形成に着目したのは、子

どもは、直接的・身体的な暴力を受けること

だけでなく、親たちの高葛藤の状況にさらさ

れることによっても内面的な傷を負うからで

ある。 
 
(3) 暴力にさらされる子ども家庭への支援の
あり方、という実践面での課題については、

2010年５月に大阪弁護士会館で日米の研究協
力者（おもに法律実務家）たちとの研究会「DV
と法的救済：親権とハーグ条約を中心に」を

実施し、元ニューヨーク州 高裁判所判事長

M.D.フィールズ氏から専門的な知見を得た。 
	  
(4) 子ども家庭の暴力問題についての越境的
な課題として、「子どもの奪取に関するハー

グ条約」への日本の加盟問題にも注目し、2010
年７月にミネソタ大学からソーシャルワーク

研究所長ジェフリー・エドルソン教授と同大

学院講師スッダ・シェティ弁護士を招聘し、

国際研究セミナーを実施した。 
	 このハーグ条約に関する問題群は、当初は

本研究の主要な課題として意識していなかっ

た。しかし、親の監護権と子どもの人権の関

係についての見解の多様性や、法的制度が暴

力加害者側によって DV や虐待を合法的にエ
スカレートさせる道具にもなりうるリスクを

再認識するに至った。自発的あるいは強制的

な越境という現象もまた、インターセクショ

ナリティ理論の枠組みと関連付けられる。 
 2010 年 11 月には、国立台湾大學ソーシャ
ルワーク研究センターにおいて本研究プロ

ジェクトの一環として「Families at Risk in 



Asia-Pacific」国際会議を実施した。この会議
では、東アジア、東南アジアおよび太平洋（ア

メリカ・ハワイ州およびその周辺）を対象と

して、社会政策、ソーシャルワーク、文化人

類学、政治学等の研究者による学際的な研究

報告をもとに、多様な形態の暴力を家族が被

るリスクについて議論した。 
 
(5) 本研究を通じて、日本だけでなく共同親権
を採っている国々での「監護権」、とくに親

の別離・別居後の子どもとの面会交流に関す

る課題について国内の法律実務家や法学研究

者たちとの勉強会を定期的に開催するに至っ

た。子どもの 善の利益や別居後の親子の交

流のありかたについては、欧米においても論

争がつづいている。片親引き離し（PAS・
Parental alienation syndromeまたは PA・parental 
alienation）論は、米国では科学的根拠に欠く
見解だとして、アメリカ心理学会や全米弁護

士会などから公に否定されているにもかかわ

らず、根強い支持者も存在している。日本に

はこの言説が米国とは約 10 年余のタイムラ
グをもって恣意的に輸入されている。 
	 2011 年 12 月中旬には本研究プロジェクト
の一環として、国立台湾大學において開催さ

れた国際会議で基調講演を行った。またその

直後、12月下旬には、国立台湾大學から王麗
容教授を招聘し、岡山県総合福祉センター・

子ども未来課との連携による専門職セミナー

を実施した。米国流のソーシャルワークを多

く取り入れている台湾についての講演をもと

に、子ども家庭の安全保障という共通課題に

ついて意見交換を行い、専門職セミナーによ

って研究成果の社会還元に努めた。 
 
(6)ドメスティック・バイオレンスは、直接の
被害者だけでなく被害者である親と生活をと

もにする子どもの発達にも影を落とす。しか

し、裁判離婚のプロセスでは、民法の一部改

正にもあるように、別居親と子の面会交流が

自明の前提とされている。面会交流に積極的

でない同居親は子の養育権（監護）について

の司法判断で不利な立場におかれることも懸

念せざるをえなくなる。 
	 北欧では、共同親権制度のもと、暴力・虐

待リスクのある面会交流については手厚い支

援があり、子どもや元 DV 被害者（多くは子
の同居親）の安全が第一とされている。裁判

官は、家庭問題ソーシャルワーカー、心理士、

小児精神科医らの協力を求め、約半年程度か

けて社会福祉部門が作成する調査報告書を主

な資料として面会交流について判断する。子

どもの意思を聴き取る専門家（主に心理士や

ソーシャルワーカー）人材や自治体と民間団

体との協力体制などのリソースが整備され、

子ども家庭の安全の優先度が強く意識されて

いる。司法も福祉や医療と連携し、リスクケ

ースでは通常３か月程度の期限付きでの慎重

な対応での面会交流となる。 
	 別居親との面会交流は、葛藤のない状況下

では面会交流は子どもの健全な発達・成長に

とって有意義である。また、イギリス（イン

グランドおよびウェールズ）では、カップル

関係解消後の子どもの養育について親権とい

う従前の表現に替えて、「親責任」という用語

が法律においても定着している。 
	 面会交流は「子ども」の権利であるとされ

るが、別居親から面会交流の申立てがあれば、

子どもの側には「（親に）会わない権利」は原

則認められないというのが司法での実情であ

る。日本では協議離婚が今も主流という特徴

があるが、面会交流についての別居親からの

申立て件数は近年急増している。 
	 面会交流が場合によっては暴力・虐待の再

発につながるというリスクについて、各国で

の研究知見が蓄積されている。しかし、日本

だけでなく欧米諸国においても、未成年であ

る子どもには面会交流についての主体的な決

定権は実質的には認められていない。「子ども

の 善の利益」の解釈者・決定者は大人たち

である。「子どもの権利」の陥穽ともいえよう。

ジュディス・ウォーラーシュタインが米国で

の 20 年以上の長期間にわたる継続調査研究
から指摘しているように、円滑・建設的な面

会交流は子どもが自ら望み子どもが積極的に

別居親に連絡をとるようなケースであるとさ

れる。 
 
(7)本研究の総括として、2012年５月に「Family 
at risk – vulnerability and complexity, East and 
West」国際学術会議をオックスフォード大学
社会政策学部において実施し、3 件の基調講
演と 10本の研究論文をもとに、成果発表とし
て共著書を発刊する（2013年 7月末入稿予定、
アメリカ IGI Global社から出版）。 
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